
機密性1

　　　　　　区分

 年　度 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額

 平成　　元年 3,980 498(+20) 4,265 534(+17) 4,200 525 4,480 560 4,496 562

発効年月日

－ 4,456 557(+23) 4,352 544(+19)

発効年月日

 平成　　２年 4,173 522(+24) 4,688 586(+29) 4,544 568 4,712 589 4,568 571(+27) 4,712 589 4,712 589(+29) 4,736 592(+30)

発効年月日

 平成　　３年 4,379 548(+26) 4,936 617(+31) 4,792 599(+31) 4,952 619(+30) 4,800 600(+29) 4,952 619(+30) 4,952 619(+30) 4,984 623(+31)

発効年月日

 平成　　４年 4,564 571 (+23) 5,160 645 (+28) 5,000 625 (+26) 5,168 646 (+27) 5,008 626 (+26) 5,168 646 (+27) 5,160 645 (+26) 5,208 651 (+28)

発効年月日

 平成　　５年 4,709 589 (+18) 5,328 666 (+21) 5,160 645 (+20) 5,336 667 (+21) 5,168 646 (+20) 5,336 667 (+21) 5,320 665 (+20) 5,384 673 (+22)

発効年月日 H6.1.16

 平成　　６年 4,824 603 (+14) 5,472 684 (+18) 5,296 662 (+17) 5,472 684 (+17) 5,304 663 (+17) 5,472 684 (+17) 5,464 683 (+18) 5,536 692 (+19)

発効年月日 H7.1.6 H7.1.11

 平成　　７年 4,934 617 (+14) 5,600 700 (+16) 5,424 678 (+16) 5,600 700 (+16) 5,432 679 (+16) 5,608 701 (+17) 5,592 699 (+16) 5,672 709 (+17)

発効年月日 H8.1.16

　　　　　区分

 年　度 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額

 平成　　８年 5,037 630 (+13) 5,720 715 (+15) 5,544 693 (+15) 5,728 716 (+16) 5,560 695 (+16) 5,736 717 (+16) 5,720 5,496 687

発効年月日

 平成　　９年 5,147 645 (+15) 5,848 731 (+16) 5,672 709 (+16) 5,856 732 (+16) 5,688 711 (+16) 5,872 734 (+17) 5,856 5,632 704 (+17)

発効年月日 H10.1.24

 平成　１０年 5,239 656 (+11) 5,952 744 (+13) 5,776 722 (+13) 5,968 746 (+14) 5,800 725 (+14) 5,984 748 (+14) 5,968 5,736 717 (+13)

発効年月日 H11.1.14 H11.1.8

 平成　１１年 5,286 662 (+6) 5,952 744 5,827 729 (+7) 6,023 753 (+7) 5,853 732 (+7) 6,040 755 (+7) 6,025 5,791 724 (+7)

発効年月日 H10.12.31

 平成　１２年 5,329 667 (+5) 5,952 744 5,872 735 (+6) 6,072 759 (+6) 5,912 740 (+8) 6,090 762 (+7) 6,089 5,839 730 (+6)

発効年月日 H13.1.19

 平成　１３年 5,365 671 (+4) 5,952 744 5,911 740 (+5) 6,113 764 (+5) 5,954 746 (+6) 6,131 767 (+5) 6,136 5,879 735 (+5)

発効年月日 H14.1.19

　　　　　区分

年　度 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額

 平成　１４年 【日額廃止】 671 (+0) 5,952 744 5,923 741 (+1) 6,120 765 (+1) 5,969 748 (+2) 6,141 768 (+1) 6,152 5,887 736 (+1)

発効年月日

　　　　　区分

年　度 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額

 平成　１５年 ―　 671 (+0) 5,952 744 【日額廃止】 742 (+1) 【日額廃止】 766 (+1) 【日額廃止】 749 (+1) 【日額廃止】 737 (+1)

発効年月日

 平成　１６年 ―　 673 (+2) 5,952 744 ―　 743 (+1) ―　 768 (+2) ―　 751 (+2) ―　 ―　 738 (+1)

発効年月日

 平成　１７年 ―　 677 (+4) 5,952 744 ―　 747 (+4) ―　 772 (+4) ―　 755 (+4) ―　 ―　 741 (+3)

発効年月日

 平成　１８年 ―　 682 (+5) 5,952 744 ―　 753 (+6) ―　 778 (+6) ―　 761 (+6) ―　 ―　 746 (+5)

発効年月日

 平成　１９年 ―　 697 (+15) 5,952 744 ―　 764 (+11) ―　 790 (+12) ―　 773 (+12) ―　 ―　 756 (+10)

発効年月日
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R7.11.19現在

静　岡　県　の　最　低　賃　金　の　推　移

　　　　　区分

年　度 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額

 平成　２０年 ―　 711 (+14) 5,952 744 ―　 774 (+10) ―　 801 (+11) ―　 784  (+11) ―　 ―　 766 (+10)

発効年月日

 平成　２１年 ―　 713 (+2) 5,952 744 ―　 776 (+2) ―　 804 (+3) ―　 788 (+4) ―　 ―　 769 (+3)

発効年月日

 平成　２２年 ―　 725 (+12) 5,952 744 ―　 783 (+7) ―　 812 (+8) ―　 796 (+8) ―　 ―　 775 (+6)

発効年月日

 平成　２３年 ―　 728 (+3) 5,952 744 ―　 788 (+5) ―　 818 (+6) ―　 802 (+6) ―　 ―　 780 (+5)

発効年月日

平成　２４年 ―　 735(+7) 【日額廃止】 744 ―　 795(+7) ―　 826(+8) ―　 810(+8) ―　 787(+7)

発効年月日

平成　２５年 ―　 749(+14) ―　 758(+14） ―　 807(+12) ―　 839(+13) ―　 823(+13) ―　 799(+12)

発効年月日

平成　２６年 ―　 765（+16） ―　 772(+14) ―　 819(+12) ―　 852(+13) ―　 836(+13) ―　 810(+11)

発効年月日

平成　２７年 ―　 783（+18） ―　 786(+14) ―　 833(+14) ―　 867(+15) ―　 851(+15) ―　 823(+13)

発効年月日

平成　２８年 ―　 807（+24） ―　 847(+14) ―　 882(+15) ―　 866（+15） ―　 836(+13)

発効年月日

平成　２９年 ―　 832（+25） ―　 862(+15) ―　 898(+16) ―　 882(+16) ―　 850(+14)

発効年月日

平成　３０年 ―　 858（+26） ―　 879(+17) ―　 916(+18) ―　 900(+18) ―　 866(+16)

発効年月日

令和　元年 ―　 885（+27） ―　 897(+18) ―　 935(+19) ―　 919(+19) ―　 886(+20)

発効年月日

令和　２年 ―　 885（±0） ―　 897(±0) ―　 935(±0) ―　 920(+1) ―　 886(±0)

発効年月日

令和　３年 ―　 913（＋28） ―　 915(+18) ―　 954(+19) ―　 939(+19)

発効年月日

令和　４年 ―　 944（＋31） ―　 979(+25) ―　 964(+25)

発効年月日

令和　５年 ―　 984（＋40） ―　 1,012(+33) ―　 997(+33)

発効年月日

令和　６年 ―　 1,034（＋50） ―　 1,057(+45) ―　 1,042(+45)

発効年月日

令和　７年 ―　 1,097（＋63） ―　 1,117(+60) ―　 1,042(±0)

発効年月日

※１　時間額の（　　）は前年からの引上額
※２　特定（産業別）最低賃金は、本表に掲載されたもの以外にも過去に制定されていたものがあるが、本表には平成20年現在有効なものについてのみ掲載
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